
 

租税特別措置法（抄） 

制定 昭和 32 年３月 31 日 

昭和 32 年法律第 26 号 

最終改正 令和８年３月 31 日 

令和８年法律第 12 号 

 

（給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除） 

第十条の五の四 青色申告書を提出する個人が、令和七年から令和九年までの各年（令和七年以後に事業を開

始した個人のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。）において国内雇用

者に対して給与等を支給する場合で、かつ、その年十二月三十一日において特定個人に該当する場合におい

て、その年において当該個人の継続雇用者給与等支給額からその継続雇用者比較給与等支給額を控除した金

額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合（第一号において「継続雇用者給与等支給増加割合」と

いう。）が百分の四以上であるときは、当該個人のその年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定

めるところにより、当該個人のその年の控除対象雇用者給与等支給増加額に百分の十（その年において次の

各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十に当該各号に定める割合（その年において次の各号に掲げる

要件のいずれも満たす場合には、当該各号に定める割合を合計した割合）を加算した割合）を乗じて計算し

た金額（以下この項において「税額控除限度額」という。）を控除する。この場合において、当該税額控除

限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額（第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額

をいう。次項及び第三項において同じ。）の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける

金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 

一 継続雇用者給与等支給増加割合が百分の五以上であること 百分の五（継続雇用者給与等支給増加割合が

百分の六以上である場合には、百分の十五） 

二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五 

イ その年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）第十五条の三第

一項に規定する特例認定一般事業主に該当すること。 

ロ その年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第九条

の認定を受けたこと（同法第四条の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の

整備の状況が特に良好な場合として財務省令で定める場合に限る。）。 

ハ その年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定す

る特例認定一般事業主に該当すること。 

２ 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの（以下この項において「中小事業

者」という。）が、令和元年から令和九年までの各年（前項の規定の適用を受ける年、令和元年以後に事業

を開始した中小事業者のその開始した日の属する年及びその事業を廃止した日の属する年を除く。）におい

て国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、その年において当該中小事業者の雇用者給与等支給

額からその比較雇用者給与等支給額を控除した金額の当該比較雇用者給与等支給額に対する割合（第一号に

おいて「雇用者給与等支給増加割合」という。）が百分の一・五以上であるときは、当該中小事業者のその

年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該中小事業者のその年の控除対象

雇用者給与等支給増加額に百分の十五（その年において次の各号に掲げる要件を満たす場合には、百分の十

五に当該各号に定める割合（その年において次の各号に掲げる要件のいずれも満たす場合には、当該各号に

定める割合を合計した割合）を加算した割合）を乗じて計算した金額（以下この項及び第四項第九号におい

て「中小事業者税額控除限度額」という。）を控除する。この場合において、当該中小事業者税額控除限度



額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その

控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 

一 雇用者給与等支給増加割合が百分の二・五以上であること 百分の十五 

二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと 百分の五 

イ その年において次世代育成支援対策推進法第十三条の認定を受けたこと（同法第二条に規定する次世代育

成支援対策の実施の状況が良好な場合として財務省令で定める場合に限る。）。 

ロ その年十二月三十一日において次世代育成支援対策推進法第十五条の三第一項に規定する特例認定一般事

業主に該当すること。 

ハ その年において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第九条の認定を受けたこと（同法第四条

の女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供及び同条の雇用環境の整備の状況が良好な場合として財

務省令で定める場合に限る。）。 

ニ その年十二月三十一日において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第十三条第一項に規定す

る特例認定一般事業主に該当すること。 

３ 青色申告書を提出する個人の各年（事業を廃止した日の属する年を除く。）において当該個人の雇用者給

与等支給額がその比較雇用者給与等支給額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有

するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除

限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超

過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額（その年において前二項の規

定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した

残額）を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。 

４ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 国内雇用者 個人の使用人（当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。）のうち当該個人の有

する国内の事業所に勤務する雇用者として政令で定めるものに該当するものをいう。 

二 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。 

三 特定個人 常時使用する従業員の数が二千人以下の個人をいう。 

四 継続雇用者給与等支給額 継続雇用者（個人の各年（以下この項において「適用年」という。）及び当該

適用年の前年の各月分のその個人の給与等の支給を受けた国内雇用者として政令で定めるものをいう。次号

において同じ。）に対する当該適用年の給与等の支給額（その給与等に充てるため他の者（その個人が非居

住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。）から支払を受ける金額

（国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる助

成金その他これに類するものの額及び役務の提供の対価として支払を受ける金額を除く。以下この号におい

て「補塡額」という。）がある場合には、当該補塡額を控除した金額。以下この項において同じ。）として

政令で定める金額をいう。 

五 継続雇用者比較給与等支給額 前号の個人の継続雇用者に対する適用年の前年の給与等の支給額として政

令で定める金額をいう。 

六 控除対象雇用者給与等支給増加額 個人の雇用者給与等支給額からその比較雇用者給与等支給額を控除し

た金額（当該金額が当該個人の調整雇用者給与等支給増加額（イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除し

た金額をいう。）を超える場合には、当該調整雇用者給与等支給増加額）をいう。 

イ 雇用者給与等支給額（当該雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安定助成金

額（国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として支給が行われる

助成金その他これに類するものの額をいう。以下この号において同じ。）がある場合には、当該雇用安定助

成金額を控除した金額） 



ロ 比較雇用者給与等支給額（当該比較雇用者給与等支給額の計算の基礎となる給与等に充てるための雇用安

定助成金額がある場合には、当該雇用安定助成金額を控除した金額） 

七 雇用者給与等支給額 個人の適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者に

対する給与等の支給額をいう。 

八 比較雇用者給与等支給額 個人の適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇

用者に対する給与等の支給額（当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年におい

て事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合には、その月数に応じ政令で定めるところにより計算した金

額）をいう。 

九 繰越税額控除限度超過額 個人の適用年の前年以前五年内の各年（当該適用年まで連続して青色申告書を

提出している場合の各年に限る。）における中小事業者税額控除限度額のうち、第二項の規定による控除を

してもなお控除しきれない金額（既に前項の規定により当該適用年の前年以前四年内の各年分の総所得金額

に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額）の合計額をいう。 

５ 前項第八号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

６ 第一項及び第二項の規定は、確定申告書（これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書

又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。）にこれらの規定による控除

の対象となる控除対象雇用者給与等支給増加額（第一項の規定の適用を受けようとする場合には、継続雇用

者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額を含む。）、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関す

る明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項又は第二項の規定に

より控除される金額の計算の基礎となる控除対象雇用者給与等支給増加額は、確定申告書に添付された書類

に記載された控除対象雇用者給与等支給増加額を限度とする。 

７ 第三項の規定は、第二項の規定の適用を受けた年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の

明細書の添付がある場合で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書（同項の規定に

より控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更

正請求書を含む。）に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び

当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 

８ 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人が事

業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における比較雇用者給与等支給額の

計算、継続雇用者比較給与等支給額又は比較雇用者給与等支給額が零である場合におけるこれらの規定に規

定する要件を満たすかどうかの判定その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

９ その年分の所得税について第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条

第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章（税額の計算）」とあるのは、「第三

章（税額の計算）及び租税特別措置法第十条の五の四第一項から第三項まで（給与等の支給額が増加した場

合の所得税額の特別控除）」とする。 

 

  



租税特別措置法施行令（抄） 

制定 昭和 32 年３月 31 日 

昭和 32 年政令第 43 号 

最終改正 令和８年３月 31 日 

令和８年政令第 98 号 

 

（給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除） 

第五条の六の四 法第十条の五の四第一項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条

第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除

をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条

の五の四第一項の規定による控除をすべき金額を控除する。 

２ 法第十条の五の四第二項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定

する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条

第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の四第二

項の規定による控除をすべき金額を控除する。 

３ 法第十条の五の四第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定

する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条

第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の五の四第一項又は第二項の規定による控除をすべき金額があ

るときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第三項の規

定による控除をすべき金額を控除する。 

４ 法第十条の五の四第四項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 

一 当該個人の親族 

二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産（法第十条の五の四第四項第二号に規

定する給与等（以下この条において「給与等」という。）に該当しないものに限る。）によつて生計の支援を

受けているもの 

四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 

５ 法第十条の五の四第四項第一号に規定する政令で定めるものは、当該個人の国内に所在する事業所につき

作成された労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第百八条に規定する賃金台帳に記載された者とす

る。 

６ 法第十条の五の四第四項第四号に規定する政令で定めるものは、個人の同項第一号に規定する国内雇用者

（雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者に該当する者に限るものとし、高年齢者等

の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第九条第一項第二号に規定する継続雇用制度

の対象である者として財務省令で定める者を除く。以下この項において「国内雇用者」という。）のうち、

当該個人の国内雇用者として適用年（法第十条の五の四第四項第四号に規定する適用年をいう。以下この項

及び第八項において同じ。）及び当該適用年の前年において事業を営んでいた期間内の各月分の当該個人の

給与等の支給を受けたものとする。 

７ 法第十条の五の四第四項第四号に規定する政令で定める金額は、同項第七号に規定する雇用者給与等支給

額のうち同項第四号に規定する継続雇用者（次項において「継続雇用者」という。）に係る金額とする。 

８ 法第十条の五の四第四項第五号に規定する政令で定める金額は、同号の個人の適用年の前年に係る給与等

支給額（個人のその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される国内雇用者（同項第一号に規定す

る国内雇用者をいう。）に対する給与等の支給額（同項第四号に規定する支給額をいう。第十項において同



じ。）をいう。以下この条において同じ。）のうち継続雇用者に係る金額（当該個人が当該適用年の前年に

おいて事業を開始した場合には、当該適用年の前年に係る給与等支給額のうち継続雇用者に係る金額に十二

を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額）とする。 

９ 法第十条の五の四第四項第八号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の適用年の前

年に係る給与等支給額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除し

て計算した金額とする。 

１０ 法第十条の五の四第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に

該当する場合のその適用を受けようとする年（以下この項において「適用年」という。）の当該個人の同条

第四項第八号に規定する比較雇用者給与等支給額の計算における同号の給与等の支給額（当該適用年におい

て事業を営んでいた期間の月数と当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合に

は、前項の給与等支給額）については、当該個人の当該各号に規定する調整対象年に係る給与等支給額は、

当該各号に定めるところによる。 

一 適用年において当該個人の事業所得を生ずべき事業（以下この項において「承継事業」という。）を相続

（包括遺贈を含む。次号において同じ。）により承継した場合 当該個人の適用年の前年の一月一日（当該

適用年の前年において事業を開始した当該個人にあつては、当該事業を開始した日。次号において同じ。）

から十二月三十一日までの期間（以下この号において「調整対象年」という。）に係る給与等支給額につい

ては、当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に、当該個人の当該調整対象年において事業を営んで

いた月に係る被相続人（包括遺贈者を含む。次号及び次項において同じ。）の月別給与等支給額を合計した

金額に当該個人が当該承継事業を承継した日から当該適用年の十二月三十一日までの期間の月数を乗じてこ

れを十二で除して計算した金額を加算する。 

二 適用年の前年の一月一日から十二月三十一日までの期間（以下この号において「調整対象年」という。）

において承継事業を相続により承継した場合 当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額については、

当該個人の当該調整対象年に係る給与等支給額に当該個人の当該調整対象年において事業を営んでいた月

（当該承継事業を承継した日の属する月以後の月を除く。）に係る被相続人の月別給与等支給額を合計した

金額を加算する。 

１１ 前項に規定する月別給与等支給額とは、その被相続人の同項各号に規定する調整対象年の給与等支給額

を当該調整対象年において当該被相続人が事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額を当該調整対

象年において同項の個人が事業を営んでいた月に係るものとみなしたものをいう。 

１２ 法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人が次の各号に掲げる場合に該当

する場合において、当該各号に定める金額の計算の基礎となる給与等に充てるための同条第四項第六号イに

規定する雇用安定助成金額があるときは、同号ロに掲げる金額は、当該各号に定める金額から当該雇用安定

助成金額を控除して計算した同項第八号に規定する比較雇用者給与等支給額とする。 

一 法第十条の五の四第四項第八号の適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数と当該適用年におい

て事業を営んでいた期間の月数とが異なる場合 第九項の給与等支給額 

二 第十項の規定の適用を受ける場合 同項又は前項の給与等支給額 

１３ 第八項から前項までの月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月と

する。 

１４ 法第十条の五の四第一項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る同条

第四項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同条第一項に規定する継続雇用

者給与等支給増加割合が百分の四以上であるときに該当しないものとする。 

１５ 法第十条の五の四第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する中小事業者のその適用を受けよ

うとする年に係る比較雇用者給与等支給額（同条第四項第八号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。



次項において同じ。）が零である場合には、同条第二項に規定する雇用者給与等支給増加割合が百分の一・

五以上であるときに該当しないものとする。 

１６ 法第十条の五の四第三項の規定の適用を受けようとする個人のその適用を受けようとする年に係る比較

雇用者給与等支給額が零である場合には、同項に規定する雇用者給与等支給額がその比較雇用者給与等支給

額を超える場合に該当しないものとする。 

  



租税特別措置法施行規則（抄） 

制定 昭和 32 年３月 31 日 

昭和 32 年大蔵省令第 15 号 

最終改正 令和８年３月 31 日 

令和 8 年財務省令第 21 号 

 

（給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除） 

第五条の十二 法第十条の五の四第一項第二号ロに規定する財務省令で定める場合は、同号ロの認定が女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令（平成二十七年厚生

労働省令第百六十二号）第八条第一項第三号又は第三号の二に規定する事業主の類型に係るものである場合

（その年十二月三十一日までに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成二十七年法律第六十

四号）第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。）とする。 

２ 法第十条の五の四第二項第二号イに規定する財務省令で定める場合は、同号イの認定が次に掲げるもので

ある場合（その年十二月三十一日までに次世代育成支援対策推進法（平成十五年法律第百二十号）第十五条

の規定により当該認定が取り消された場合を除く。）とする。 

一 次世代育成支援対策推進法施行規則（平成十五年厚生労働省令第百二十二号）第四条第一項第一号に規定

する事業主の類型に係るもの（次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和三年厚生労

働省令第百八十五号）附則第二条第二項の規定に基づきなお従前の例により行つた次世代育成支援対策推進

法第十三条の申請（次号において「認定申請」という。）に基づき受けたものを除く。） 

二 次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号に規定する事業主の類型に係るもの（次世代育成

支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令（令和三年厚生労働省令第百八十五号）附則第二条第二項の

規定に基づきなお従前の例により行つた認定申請に基づき受けたもの及び同条第三項の規定により次世代育

成支援対策推進法施行規則第四条第一項第二号イに規定する要件を満たしているものとみなされて受けたも

のを除く。） 

３ 法第十条の五の四第二項第二号ハに規定する財務省令で定める場合は、同号ハの認定が女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第八条第一項第二号から第三号

の二までに規定する事業主の類型に係るものである場合（その年十二月三十一日までに女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律第十一条の規定により当該認定が取り消された場合を除く。）とする。 

４ 施行令第五条の六の四第六項に規定する財務省令で定める者は、当該個人の就業規則において同項に規定

する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇

用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。 

一 雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類 

二 施行令第五条の六の四第五項に規定する賃金台帳 

 


